
 

 

 

資料 5 

令和４年度第１回子ども・子育て会議 

幼保再編計画の進捗状況について 

東金市では、市立幼稚園・保育所の今後のあり方として、認定こども園転換による現有施設

の有効活用と民間移行による老朽施設の更新を進めていくことで、保護者の就労状況に係わ

らずに子どもを受け入れできる施設が原則として各小学校区にあることを 10 年後の姿とし

て、平成 31 年 3 月に令和 9 年度までの幼保再編の方針を定めています。  

令和 2～5 年度の第 2 段階の取り組みについては次のとおりです。  

 

１.認定こども園転換（公設公営） 

施設 取組内容 開園年月・新施設名 
施設の課題 

老朽化 
充足率 
低下 

第４保育所  
認定こども園へ転換  
（０歳以上）  

令和 4 年 4 月豊成こども園    

第５保育所  
認定こども園へ転換  
（０歳以上）  

令和 2 年 4 月福岡こども園    

２.廃止施設 

施設 取組内容 現在の状況 
施設の課題 

老朽化 
充足率 
低下 

源 幼 稚 園  令和 4 年 4 月 1 日廃止 丘山幼稚園に通園バスを運行  ○ 

３.認定こども園転換（民設民営に移行） 

施設 
施設の課題 

取組内容 民間移行の概要 
老朽化 

充足率 
低下 

第１保育所 ○  
統合して民間認定こども園
へ移行するため、第 2 段階
で設置者公募・移行準備を
実施 

開園予定 令和 6 年 4 月 

施設名  東金国際こども園

設置者 (福)ユーカリ福祉会 東金幼稚園 ○ ○ 

嶺南幼稚園  ○ 
令和 6 年度以降の園児数減
少に合わせて統合 

上記施設へ段階的統合 

４.上記以外の市立施設の状況  

施設  

取組内容  施設の課題  

第 2 段階  
（令和 2～5 年度）  

第 3 段階での取組方針  
（令和 6～9 年度）  

老朽化  
充足率  
低下  

正気幼稚園  
他の幼稚園の統合とあわせて 
認定こども園へ転換（3 歳以上） 

 ○  

大和幼稚園  現状のまま運営  認定こども園へ転換（3 歳以上）  ○  

丘山幼稚園  現状のまま運営  認定こども園へ転換（3 歳以上）  ○  

城西幼稚園  現状のまま運営  ⇒⇒⇒   

公平幼稚園  現状のまま運営  ⇒⇒⇒ ○   

第２保育所  現状のまま運営  ⇒⇒⇒   

第３保育所  現状のまま運営  ⇒⇒⇒   

（注） 少子化の急激な進展や民間事業者の動向などがあった場合は、随時、進め方を見直していきます。  

また、認定こども園に転換する時期についても、状況を踏まえて判断します。 



 

 

 

５.民設民営こども園の進捗状況  

⑴ 民間移行の概要  

本市の幼保再編方針において、市中心部にある公立幼稚園・保育所を統合のうえ、令和 6

年度を目途に民設民営の認定こども園への移行を進めるものとしており、令和 3 年度に公

募を行い、令和 4 年 1 月 25 日に設置運営法人と協定を締結しました。  

 

 

⑵ こども園の運営  

 

 

⑶ 設置場所 

所  在  地   東金市堀上 71 番地 1 

敷地面積  登記地積 計 7,033 ㎡（実測 7,037 ㎡）  

        内訳 市有地 6,782 ㎡、国有地 251 ㎡  

 

⑷ 民間移行スケジュール 

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  令和 6 年 4 月  

 

 

 

 

 
園児交流プログラム 

開  園  ３者協議（市・法人・保護者代表） 

施設整備事業（市補助） 

 

名 称 東金国際こども園 

設置運営法人 

社会福祉法人ユーカリ福祉会 

理事長 倉田 裕子 

東京都中野区南台五丁目 29 番 9 号  

運 営 形 態 
公私連携幼保連携型認定こども園 

※市と法人が締結する協定において教育・保育の基本的事項を規定する

など、民設民営でありながら市が一定の関わりを持つ運営形態です。 

運 営 期 間 令和 6 年 4 月から 25 年間  

利 用 定 員 
208 人（予定）内訳 3～5 歳児の幼稚園的利用（1 号認定）    72 人  

0～5 歳児の保育所的利用（2･3 号認定）136 人 

移行対象施設 東金市立東金幼稚園、東金市立第１保育所 

公私連携  
法人選定  

協定  
締結  


